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   この制度は、保育士資格を持ち、現在は保育士として勤務していない方に対して、以下の各種貸付を 

行うことにより、保育士人材の確保及び定着を図ることを目的としています。 

 

 

  
               

次の全ての要件を満たし、再就職を含め県内で新たに保育士として保育所等に 

週 20時間以上の勤務をされる方で、保育士修学資金貸付における就職準備金の 

加算を受けた方以外。 

            （１）保育士登録後、６か月以上経過した方又は保育士登録が行われてからの期間が６か月未満の方

のうち、養成施設の卒業若しくは保育士試験の合格から６か月以上経過した方 

（２）対象となる施設等（裏面※1）を離職した日から 31日以上経過した方又は勤務経験のない方 

 

 

 

 

 

 

 

貸付対象者 次のいずれかに該当し、保育所等に週 20時間以上の勤務をされる方。 

                 （１）未就学児を持つ保育士であって、新たに保育士として勤務される方。 

                  （２）既に雇用されている未就学児を持つ保育士の方で,産後休暇又は育児休業から復帰される方 

       

 

        
子どもの預かり支援事業の利用料の半額を２年間 

（年額 123,000円を上限） 
保育所等に雇用されている保育士のうち、次の全ての要件を満たす方 

                 （１）未就学児を持ち、保育所等を利用している方 

                   （２）保育所等に勤務する時間帯に、子どもの預かり支援に関する事業を利用する方 

                        

                   

 

 

 

未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 

貸付対象者  

保育士資格をお持ちの方 

応援します 

未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付 

貸付額   20万円以内（１回限り） 

就職準備金貸付 

①無利子 

貸付額 

②全額返還免除 

就職に伴う転居費用、被服費、復帰のための研修費用、通勤用自転車等の購入費用、 

子どもの保育所利用のための必要な費用、子どもの預け先を探すための費用 など 

対象となる経費 

保育料の半額(月額 27,000円を上限)を１年間(勤務開始から起算) 

 



 

 

  １ 児童福祉法第７条に規定する保育所 

２ 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する「幼稚園」のうち次に掲げるもの 
（１） 教育時間の終了後等に行う教育活動（預かり保育）を常時実施している施設 
（２） ３に定める「認定こども園」へ移行を予定している施設 
３ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号） 第２条
第６項に規定する「認定こども園」 

４ 児童福祉法第６条の３第９項から第12項までに規定する事業であって、同法第34条の15第１項の規定により
市町村が行うもの及び同条第２項の規定による認可を受けたもの  

５ 児童福祉法第６条の３第13項に規定する「病児保育事業」であって、同法第34条の18第１項の規定による届
出を行ったもの 

６ 児童福祉法第６条の３第７項に規定する「一時預かり事業」であって、同法第34条の12第１項の規定による
届出を行ったもの 

７ 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第30条第１項第４号に規定する離島その他の地域において特
例保育を実施する施設 

８ 児童福祉法第６条の３第９項から第12項までに規定する業務又は第39条第１項に規定する業務を目的とする
施設であって法第34条の15第２項、第35条第４項の認可又は認定こども園法第17条第１項の認可を受けていな
いもの（認可外保育施設）のうち、地方公共団体における単独保育施策（いわゆる保育室・家庭的保育事業に
類するもの）において保育を行っている施設 

９ 企業主導型保育事業 

 

  （※1）就職準備金の申請にあたり、離職前の従事先として対象となる施設等は次のとおりです。 

１ 児童福祉法第７条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園 
２ 児童福祉法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業 
３ 児童福祉法第６条の３第 10項に規定する小規模保育事業 
４ 児童福祉法第６条の３第 12項に規定する事業所内保育事業 
５ 学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第１条に規定する幼稚園  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸付対象となる保育所等 

貸付申請 
県社協へ申請
書類を提出 

審査 

貸付申請から返還免除まで 

貸付決定 
貸付けの可否

を決定 

貸付金 
交付 

借用書提出後、 
指定口座へ振込み 

 

 

社会福祉法人高知県社会福祉協議会 福祉資金課 
〒780-8567 高知県高知市朝倉戊 375-1 県立ふくし交流プラザ内 

TEL 088-844-4600（平日８時 30分～17時 15分）  

https://www.kochiken-shakyo.or.jp 
 

募集要項、各種申請書類はこちらからダウンロードできます。☞ 
 

返還猶予 
貸付期間終了後、 

返還免除の要件を

満たすまで返還を

猶予 

返還免除 
県内の保育所等に

おいて、２年間児

童の保護等に従事 

問い合わせ先 

 

https://www.kochiken-shakyo.or.jp/

